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じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
ず

　
ハ
ン
ス
．
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
彼
独
自
の
論
理
を
駆
使
し
て
、

史
上
果
し
て
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
小
稿
は
、

手
が
か
り
を
得
よ
う
と
試
み
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
が
、
彼
の
国
家
（
“
法
〉
学
、

の
思
想
的
立
脚
地
は
、
　
一
言
に
し
て
尽
く
せ
ば
、

は
・
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
地
盤
を
同
じ
く
す
る
没
価
値
性
（
d
く
①
民
叶
h
目
①
一
げ
O
一
け
）

端
化
は
、
ジ
ン
メ
ル
、
ゴ
ー
エ
ン
等
の
息
男
ン
ト
主
嚢
と
結
び
つ
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

を
社
会
現
象
に
つ
い
て
本
質
規
定
的
と
な
ず
こ
と
か
ら
、

け
る
法
一
元
論
に
帰
着
す
る
。
斯
か
る
波
価
値
的
法
一
元
論
の
方
法
を
以
て
、

島

孝＼

行
政
に
関
も
て
も
亦
極
め
て
特
異
な
所
論
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
行
政
思
想

　
　
　
　
彼
の
行
政
論
を
整
理
検
討
し
、
以
て
此
の
問
題
に
対
す
る
解
答
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
更
に
彼
の
全
思
想
体
系
と
不
可
離
の
関
係
に
立
つ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
民
的
合
理
主
義
の
極
点
に
位
し
て
い
る
。
彼
に
於
け
る
実
証
主
義
の
飽
く
な
き
徹
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
科
学
論
に
導
き
、
形
式
主
義
・
論
理
主
義
の
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
為
（
ω
o
一
一
〇
ロ
）
を
存
在
（
G
D
o
ぢ
）
か
ら
峻
別
し
、
規
範
的
契
機
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
終
に
社
会
科
学
に
於
け
る
規
範
主
義
、
特
殊
的
に
は
国
家
（
H
法
）
学
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
は
彼
の
国
家
（
H
法
）
…
学
を
「
純
粋
法
…
学
」
（
目
。
言
Φ

男
0
9
富
冨
腎
①
）
と
し
て
構
築
す
る
。
彼
の
行
政
論
は
其
の
一
環
と
し
て
読
か
れ
て
い
る
。
層
そ
こ
で
、
破
の
行
政
論
に
立
ち
入
る
前
に
、

先
ず
其
の
基
本
と
な
る
純
粋
法
学
の
主
要
テ
ー
ゼ
の
山
べ
三
が
挙
示
き
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
、
第
一
に
う
純
粋
法
学
は
法
を
規
範
と
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、

論説

し
て
、
し
か
も
弥
跡
規
範
と
し
て
概
念
す
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
ぱ
・
こ
れ
を
実
証
主
義
法
理
論
の
結
論
Z
す
範
ル
ー
ビ
エ
は
・
そ
れ
が
法
の

外
部
葡
・
形
試
的
要
素
に
重
き
を
感
風
点
を
捉
え
て
、
形
式
主
義
法
理
論
と
特
徴
づ
け
餐
）
第
二
に
・
純
粋
法
学
は
法
を
動
態
的
に
把
握

す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
厭
其
の
創
設
の
観
点
か
ら
、
根
本
規
範
の
仮
設
の
下
に
憲
法
・
一
般
的
規
範
・
個
別
酌
規
範
と
連
ら
な
っ
て
強
制

，
行
為
の
実
現
に
終
局
す
る
委
任
関
係
（
U
。
菖
ぎ
露
§
ヨ
暮
雪
邑
に
立
つ
諸
規
範
の
秩
序
亡
て
把
握
さ
れ
る
。
完
ク
ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

フ
ェ
ア
ド
ロ
ヅ
久
に
負
っ
た
此
の
法
段
階
説
は
、
正
に
メ
ル
ク
ル
の
云
う
通
り
、
　
純
輝
法
学
の
理
論
体
系
の
一
礎
石
を
形
作
る
。
」
第
三

に
、
純
輝
法
学
は
国
家
を
法
そ
の
も
の
と
な
す
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
本
質
的
に
強
制
秩
序
で
あ
り
、
斯
か
る
も
の
と
し
て
の

法
と
自
同
で
あ
る
。
　
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
を
援
用
し
つ
亀
、
彼
は
国
家
人
格
を
法
秩
序
の
統
一
を
擬
人
化
し
た
も
の
と
説
明
す
る
。
　
斯
く

て
、
す
べ
て
の
国
家
は
男
o
o
算
ω
。
・
畠
p
・
幹
で
あ
る
。
ダ
ル
ム
シ
ュ
、
チ
ー
タ
ー
は
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
自
同
性
理
論
（
冠
窪
葺
彗
珍
。
ぼ
。
）

を
更
に
推
し
進
め
た
ヶ
ル
ゼ
ン
の
此
の
所
説
を
以
て
、
法
治
国
家
思
想
は
全
や
無
内
容
化
さ
れ
空
虚
化
さ
れ
た
と
し
て
い
獄
避
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二

φ

　
ヶ
ル
ゼ
ン
は
行
政
の
本
質
を
那
辺
に
求
め
る
か
。
此
の
問
題
は
、
破
に
於
け
る
国
家
（
一
法
）
学
上
の
概
念
構
成
の
特
質
と
密
接
に
関

連
す
る
。
第
一
に
漸
ケ
ル
ゼ
ン
は
事
象
i
そ
れ
が
所
謂
文
化
事
象
で
あ
ろ
う
と
一
の
本
質
を
目
的
と
は
関
係
な
く
捉
え
得
る
も
の
と

す
る
。
此
の
点
で
彼
の
立
揚
は
、
獣
化
事
象
に
つ
い
て
胃
価
値
関
係
的
L
（
♂
く
①
章
動
げ
O
N
協
Φ
ず
Φ
口
触
）
な
考
察
を
不
可
鋏
と
し
以
て
本
質
即
目
的

と
な
す
リ
ッ
ケ
ル
ト
以
下
の
西
南
学
派
・
殊
に
ラ
ー
ド
ブ
ル
ツ
㌃
ど
対
踪
的
で
あ
都
o
O
）
斯
や
て
・
彼
は
行
政
の
本
質
を
・
目
的
要
素

（
N
≦
o
o
渥
§
o
§
o
具
）
を
排
斥
し
つ
、
、
現
象
に
内
在
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
。
、
第
二
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
一
切
を
法
概
念
に
還
元
す

る
。
ミ
ー
ダ
ス
王
の
如
く
、
彼
は
筍
く
も
国
家
（
ド
法
）
学
の
対
象
た
る
も
の
は
悉
く
こ
れ
を
法
と
化
す
か
ゲ
評
換
言
す
れ
ば
・
本
質
上
法

的
な
も
の
と
し
て
説
明
す
る
。
斯
く
て
、
彼
は
行
政
の
本
質
を
專
ら
法
と
の
関
連
に
於
い
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
。



●

　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
翻
　
法
作
用
と
し
て
の
行
政
：

　
　
．
ケ
ル
ゼ
ン
は
惰
行
政
の
本
質
を
法
作
用
噌
（
男
①
O
げ
什
ω
｛
暴
紳
一
〇
口
）
た
る
点
、
詳
し
く
は
一
般
的
規
範
を
個
別
化
す
る
法
作
用
た
る
点
に

　
求
め
る
。
彼
に
ポ
れ
ば
、
一
般
に
国
家
作
用
の
問
題
は
法
の
動
態
の
問
題
に
外
な
ら
な
い
。
国
家
作
用
と
は
法
創
設
の
作
用
ノ
（
園
①
o
げ
冨
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　

　
①
旨
①
嘗
窟
ゆ
亀
ω
吉
倉
賦
舅
）
で
あ
る
。
法
の
段
階
構
造
に
応
じ
て
此
の
作
用
に
も
次
元
的
区
分
が
見
ら
れ
る
。
立
法
（
O
①
。
。
o
言
σ
q
o
夏
5
σ
q
）

　
と
云
わ
れ
る
国
家
伶
用
は
憲
法
を
適
用
し
て
こ
般
的
規
範
を
定
立
す
る
法
作
用
で
あ
り
、
普
通
広
く
執
行
（
＜
o
守
旧
Φ
互
6
σ
q
）
と
呼
ば
れ
・

　
る
国
家
作
用
は
一
般
的
規
範
を
適
用
し
て
個
別
的
規
範
を
定
立
す
る
法
作
用
で
あ
る
。
行
政
（
く
O
H
尋
9
一
け
庭
）
は
司
法
（
冒
。
ゆ
酔
凶
N
）
と

　
共
に
斯
か
る
執
行
に
属
す
る
、
と
。
此
の
所
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
立
法
・
司
法
・
行
政
が
同
質
の
国
家
作
用
即
ち
法
創
設
作
用
と
し

　
、
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
乏
、
並
び
に
此
の
間
に
あ
っ
て
行
政
の
本
質
が
法
作
用
た
る
点
、
し
か
も
法
適
用
た
る
と
共
に
法
創
設
た
る
点
に

　
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
之
と
で
あ
る
。
其
の
劃
期
性
は
、
こ
れ
を
十
九
世
紀
国
家
学
の
集
大
成
た
る
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
・
『
一
般
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
　
コ

　
家
学
』
の
国
家
作
用
論
と
対
比
す
る
と
き
、
一
目
に
し
て
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
上
の
処
女

　
作
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
に
は
未
だ
認
ぬ
ら
れ
な
炉
。
そ
こ
で
は
彼
は
行
政
、
一
般
忙
執
行
を
、
「
国
家
意
志
の
実
現
」
、
「
法
規
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
モ
　

　
施
行
」
と
一
義
的
に
定
義
し
、
八
塚
の
意
欲
（
≦
o
一
一
⑦
目
）
と
国
家
の
行
為
（
国
9
巳
①
ぽ
）
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ン
流
の
ア
ン
テ
ィ
’
テ
ー
ゼ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ハ
　

　
用
い
て
法
と
行
政
の
関
係
を
理
解
し
た
。
行
政
を
単
に
執
行
的
な
も
の
と
見
る
此
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
時
既
に
テ
フ
ト
ナ
ー
の
批
判

　
が
あ
似
藥
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
立
法
は
法
の
創
造
即
ち
其
の
前
提
で
あ
る
故
、
属
家
（
1
1
法
）
作
用
と
な
す
こ
と
は
論
理
上
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
社
会
的
作
用
（
q
o
O
N
凶
”
一
〇
国
信
昌
胃
紳
繭
O
口
）
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
後
に
告
白
し
た
よ
う
に
、
斯
か
る
立
揚

　
　
の
由
て
来
る
所
以
が
、
　
一
－
詫
法
と
国
家
の
自
同
性
の
器
識
に
な
お
徹
し
て
い
な
い
点
、
一
．
一
に
法
を
一
般
的
規
範
（
法
律
）
に
尽
き
る
も

説
の
と
し
嚢
だ
法
の
段
階
構
造
に
着
想
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
点
に
存
す
る
と
と
は
容
易
に
看
破
で
き
よ
う
・

論
ケ
ル
ゼ
ン
は
夙
に
、
家
家
任
務
の
実
現
し
と
号
晶
要
素
を
行
政
概
念
の
標
識
た
ら
し
め
る
通
説
を
排
し
た
・
亨
バ
ン
ト
・
ア
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ン
シ
ュ
・
ツ
等
が
其
の
際
槍
玉
に
挙
が
つ
釜
）
彼
は
ま
た
・
行
政
を
「
文
化
目
的
蕎
威
召
的
の
実
現
」
を
書
す
国
家
活
動
と
し

説論
て
、
法
作
用
た
る
立
法
．
司
法
に
対
し
て
本
質
的
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
叢
り
上
ザ
逼
る
目
的
は
立
法
．
司
法
の
晶
で
も

　
あ
っ
て
何
ら
行
政
を
て
れ
ら
か
ら
分
か
つ
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。

　
二
　
法
宣
言
と
し
て
の
間
接
行
政
，

　
　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
規
範
を
個
別
化
す
る
法
面
凧
と
し
て
の
行
政
拡
、
司
法
と
異
な
ら
ぬ
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
法
律

　
　
（
及
び
命
令
）
は
、
司
法
の
基
礎
で
あ
る
と
全
く
同
じ
意
味
に
於
い
て
行
政
の
基
礎
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
も
亦
一
般
的
規
範
し

　
行
政
法
律
（
及
び
命
令
）
1
に
よ
っ
て
強
制
行
為
の
条
件
と
し
て
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
を
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
確
認

　
し
、
こ
れ
に
不
法
敷
果
と
し
て
の
強
制
行
為
i
行
政
強
制
一
1
を
科
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
強
制
行
為
を
回
避
す
る
こ
と
と
な
る
行

　
態
を
行
政
の
目
的
と
云
う
な
ち
ぱ
、
こ
転
で
は
、
行
政
の
目
的
は
1
法
目
的
一
般
と
伺
じ
く
l
i
こ
れ
に
背
反
す
る
行
態
に
制
裁
が
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
コ

　
え
ら
れ
る
と
い
う
間
接
的
な
様
式
で
追
求
さ
れ
て
い
る
。
斯
か
る
行
政
は
、
・
司
法
と
同
じ
く
法
宣
言
（
菊
①
O
げ
紳
匂
σ
℃
H
O
O
げ
β
目
9
q
）
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
リ
ニ
　

　
個
別
的
規
範
の
定
立
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

　
　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
般
的
規
範
の
個
別
化
と
し
て
の
行
政
、
所
謂
行
政
行
為
に
二
種
を
区
別
す
る
。
　
一
は
決
定
（
］
円
買
紳
匂
a
O
口
①
繭
α
賃
P
σ
q
）
で

　
あ
り
》
他
は
処
分
（
＜
O
肖
琉
鶴
α
q
ヨ
P
鋤
q
）
で
あ
る
。
前
者
は
司
法
の
分
野
で
の
判
決
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
．
ヶ
ル
ゼ
ン
は
㍉
両
者
の
間
に

　
本
質
的
差
違
の
存
し
な
い
ご
と
を
例
証
す
る
の
に
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
最
近
の
次
の
よ
う
な
事
情
を
摘
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

　
「
こ
で
は
争
訟
の
解
決
の
た
め
に
す
る
裁
判
所
の
過
度
の
利
用
の
結
果
、
事
案
の
審
判
を
其
の
種
類
に
関
係
な
く
裁
判
所
か
ら
行
政
庁
に
移

　
管
す
る
傾
向
を
招
来
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
此
の
よ
う
な
権
限
の
移
管
は
、
司
法
作
用
、
行
政
作
用
が
等
し
い
限
り
で

　
の
み
可
能
の
筈
だ
・
と
云
5
2
％
．
行
政
行
為
の
四
二
の
題
た
る
処
分
と
は
・
下
命
●
禁
止
●
許
可
等
を
宿
善
、
鰹
ハ
の
法
性
質
は
・
司
法
の

　
分
野
に
於
け
る
法
律
行
為
と
相
似
で
み
罷
％
）
す
な
わ
ち
・
そ
れ
は
一
般
的
行
政
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
条
件
た
る
要
件
を
具
体
化
す
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、

●

蕪
換
言
す
れ
ば
・
一
般
的
行
政
法
令
と
決
定
の
闇
に
介
在
す
る
個
別
的
行
政
法
令
の
設
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
葎
行
為
と
’

　
は
、
後
者
が
私
人
の
行
為
で
あ
っ
て
も
よ
く
且
つ
通
常
そ
う
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
「
国
家
機
関
」
の
行
為
で
の
み
あ
り
得
、
ま
た
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
コ

　
の
範
型
が
契
約
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
方
的
意
思
表
示
が
其
の
範
型
で
あ
る
点
に
於
い
て
異
る
、
と
ざ
れ
て
い
る
。

　
　
斯
く
ケ
ル
ゼ
ン
は
行
政
と
司
法
の
聞
に
機
能
的
（
1
1
本
質
的
）
相
違
を
認
め
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
差
し
当
っ
て
、
個

別
的
規
範
を
定
立
す
る
機
関
の
地
位
の
組
織
技
術
的
（
o
急
き
繭
ω
§
Ω
気
。
湯
8
軽
風
ω
o
げ
）
蒙
黒
ハ
に
の
み
あ
庵
裁
判
所
の
独
立
性
と
譲

　
庁
の
従
属
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
宣
言
に
際
し
、
、
前
者
は
上
位
機
関
の
訓
令
に
拘
束
さ
れ
る
こ
ま
な
く
、
こ
れ
に
反
し
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
こ

　
者
は
通
常
、
上
級
庁
の
訓
令
に
拘
束
さ
れ
る
。
純
粋
法
学
か
ら
出
発
し
て
『
一
般
行
政
法
』
の
体
系
樹
立
を
企
て
た
タ
ル
ク
ル
は
、
行
政

　
　
の
概
念
構
成
に
当
っ
て
、
此
の
契
機
を
研
究
法
上
最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
採
用
し
た
。
彼
は
、
先
ず
司
法
と
行
政
を
「
憲
法
の
間
接
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
ニ
　

　
行
」
と
な
し
、
　
「
憲
法
の
直
接
執
行
」
と
し
て
の
立
法
と
の
関
係
で
↓
o
o
げ
8
篇
信
ロ
算
δ
ロ
①
ロ
と
性
格
づ
け
た
上
、
次
い
で
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ミ
　

　
ω
o
け
舅
①
聾
①
践
賃
旨
巨
δ
旨
。
口
を
区
分
す
る
に
組
織
上
（
o
お
碧
凶
q
。
暮
a
ぎ
げ
）
の
観
点
を
以
て
す
る
ρ
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
決
定
的
な
の

　
　
は
、
司
法
に
於
い
て
は
機
関
の
同
位
関
係
（
り
【
O
O
民
山
繭
μ
鋤
笛
O
昌
）
が
支
配
し
て
お
り
、
行
政
に
あ
っ
て
は
機
関
が
相
互
に
同
位
関
係
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
の
ニ
　
　

　
従
属
関
係
，
（
O
Q
d
F
び
O
鴇
“
凶
昌
餌
鉱
Ω
口
）
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
行
政
は
、
「
上
級
機
関
の
訓
令
権
叉
は
下
級
機
関
の
服
従
義
務

　
　
に
よ
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
従
属
関
係
の
支
配
し
て
い
る
機
関
複
合
体
の
作
用
」
、
換
言
す
れ
ば
「
訓
令
に
よ
っ
て
は
も
は
や
規
定
さ
れ
　
　
，

　
得
ぬ
最
高
の
訓
令
権
あ
る
機
関
の
作
用
を
も
含
め
て
、
訓
令
と
い
う
法
規
形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
0
国
家
作
用
の
総
和
」

　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

　
と
定
義
さ
れ
る
。
メ
ル
ク
ル
は
、
」
斯
か
る
行
政
概
念
こ
そ
実
定
行
政
法
学
に
と
っ
て
妥
当
な
基
体
た
り
得
る
も
の
と
し
た
。
メ
ル
ク
ル
に
2
7

　
於
け
る
此
の
よ
う
な
概
念
構
成
の
立
場
は
と
も
か
く
と
し
て
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
　
「
裁
判
所
の
独
立
『
の
標
識
は
結
局
に
於
い
て
珊
旧

説
欝
熱
望
区
分
を
君
づ
け
る
も
の
で
は
あ
善
集
．
．
笙
に
、
「
裁
判
所
の
独
立
」
の
興
従
つ
義
判
官
庁
と
行
政
官
庁
∴

論
，
分
離
は
・
全
く
歴
史
的
恣
意
の
所
産
で
あ
る
・
そ
れ
は
・
等
族
的
絶
対
主
語
主
政
の
下
に
於
け
る
君
書
の
抗
争
の
間
に
確
立
さ
れ
2
，



論説

た
。
其
の
政
治
的
意
味
は
、
主
権
の
制
限
、
即
ち
人
民
の
利
害
が
君
主
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
強
く
現
わ
れ
る
傾
域
で
法
宣
言
機
関
の
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
モ
　

か
ら
の
独
立
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
人
民
の
生
命
・
名
誉
・
財
産
を
保
全
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
此
の
よ
う
に
、
「
裁
判
所
の
独
立
」

の
分
界
線
は
執
行
の
分
野
を
恣
意
的
に
縦
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
仔
細
に
検
す
れ
ば
此
の
標
識
は
絶
対
的
な
も
の
と
云
え
な

い
。
す
な
わ
ち
、
所
謂
裁
判
所
に
も
種
々
の
意
味
で
独
立
性
を
欠
く
面
が
あ
り
、
他
方
、
所
謂
行
政
庁
の
中
に
も
裁
判
所
同
様
の
独
立
性

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　

を
示
す
も
の
が
あ
る
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
説
く
の
で
あ
る
。

　
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
裁
量
」
（
坤
。
凶
＄
国
殴
導
。
。
ゆ
器
ロ
）
に
よ
っ
て
行
政
を
司
法
か
ら
区
劃
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
成
り
立

た
な
鴨
慨
）
彼
は
・
自
由
裁
量
の
観
念
を
動
態
に
於
け
る
法
概
念
に
本
質
必
然
的
な
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
の
試
み
を
斥
け

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
裁
量
は
一
般
に
上
位
段
階
か
ら
下
位
段
階
へ
の
法
具
体
化
に
必
然
に
伴
う
現
象
で
あ
り
、
た
ゴ
単
忙
実

定
法
上
の
規
定
に
基
い
て
範
囲
の
広
狡
の
差
が
生
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
ヶ
ル
ゼ
ン
は
、
法
行
為
を
自
由
な
も
の
（
行
政
）
と
轟
束
的
な
も

の
（
司
法
）
と
に
分
か
つ
件
の
試
み
は
、
行
政
を
本
質
上
自
由
な
も
の
と
な
し
、
以
て
そ
れ
か
ら
法
性
質
を
奪
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
立
憲
君
主
政
の
地
盤
に
生
ま
れ
、
そ
こ
で
は
君
主
が
行
政
の
首
長
で
あ
り
君
主
の
最
も
重
大
な
利
益
は
行
政
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、
如
何
な
る
政
治
的
傾
向
が
共
の
背
後
に
潜
む
か
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
隔
と
し
て
い
る
。
、

彼
は
、
此
の
関
連
に
於
い
て
、
政
治
作
用
（
切
超
繭
銭
毒
ぴ
q
ら
。
崔
6
巴
囲
毒
。
臨
。
ロ
）
、
即
ち
立
法
。
司
法
。
行
政
の
外
に
或
い
は
行
政
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
リ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

特
殊
領
域
と
し
て
、
法
か
ら
自
由
な
国
家
作
用
を
認
め
る
理
論
を
も
斥
け
る
。

　
行
政
を
法
宣
言
と
し
て
把
握
す
る
以
上
の
所
説
は
、
大
陸
的
行
政
法
（
費
。
口
上
§
凶
手
繭
。
ゆ
自
蝕
抄
く
①
暑
聾
q
農
ω
器
。
疑
）
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
う
ケ
ル
ぜ
ノ
は
こ
れ
を
・
・
ぼ
巳
o
o
h
樹
芝
ご
の
原
則
の
支
配
す
る
英
米
の
往
礎
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
見
る
。
　
彼

は
・
先
に
行
政
行
為
の
第
二
の
範
疇
と
し
て
挙
げ
ら
れ
だ
’
も
の
を
特
皆
紅
行
政
行
為
と
な
％
薄
行
政
機
関
の
権
限
が
斯
か
る
特
殊
的
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヵ
　
　
う

行
為
に
の
み
限
ら
れ
、
・
一
・
切
の
司
法
的
作
用
は
、
そ
れ
が
特
殊
的
行
政
行
為
と
÷
体
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
裁
判
所
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の
手
に
委
ね
る
と
い
5
の
が
英
米
法
に
支
配
的
な
訂
由
主
義
的
国
家
観
の
一
部
を
成
す
考
え
方
で
あ
る
と
鉱
肥
む
　
ご
製
で
は
行
政
は
・

　
o
q
色
く
①
旨
§
Φ
讐
の
全
過
程
の
申
で
極
め
て
従
た
る
要
因
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り
勤
行
政
機
関
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
．
「
国
家
」
は
裁
判
，

　
所
立
前
に
私
人
と
同
じ
地
位
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
語
を
継
い
で
云
う
。
如
上
の
理
想
は
未
だ
嘗
て
完
全
に
実

　
現
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
如
何
な
る
法
秩
序
に
あ
っ
て
・
も
、
裁
判
所
以
外
の
他
の
機
関
が
司
法
的
作
用
を
営
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
事
項
（
例
え

　
，
陵
税
務
・
警
察
）
が
あ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
し
か
も
、
法
秩
序
が
行
政
に
其
の
特
殊
的
行
為
を
以
て
経
済
文
化
生
活
に
よ
り
広
汎
《
干
渉
す

　
る
こ
ま
を
授
権
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
、
行
政
機
関
に
対
し
特
殊
的
行
政
行
為
と
一
体
的
に
関
連
し
て
い
る
司
法
的
作
用
を
も
委
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
る
傾
向
が
生
す
る
、
と
。
要
す
る
に
、
斯
か
る
英
米
の
揚
合
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
よ
り
容
易
に
法
宣
言
と
し
て
の
行
政
の
司
法
性
を
説
明

　
・
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
所
謂
、
．
巴
巨
ロ
婆
量
識
く
Φ
質
0
8
α
q
H
o
．
．
ま
、
、
畠
β
o
胃
0
8
ω
。
。
o
囲
冨
類
．
、
の
関
係
の
問
題
に
、
斯
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
行
政
の
司
法
性
の
観
点
か
ら
解
決
を
与
え
て
い
る
。

　
三
　
強
制
回
避
行
態
と
し
て
の
直
接
行
政

　
　
行
政
と
呼
ば
れ
る
国
家
作
用
の
申
に
は
、
し
か
し
法
宣
冒
と
は
性
質
を
全
く
異
に
す
る
作
用
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
無

　
視
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
「
国
家
」
が
病
院
を
建
て
瓦
患
者
を
治
療
し
、
学
校
を
設
け
て
教
育
を
施
し
、
鉄
道
を
敷
設
経
営
す
る
等
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
）

　
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勘
合
に
は
、
行
政
の
目
的
は
直
接
的
な
様
式
で
追
求
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
上
述
の
闇
接
行
政
（
ヨ
算
①
『

　
び
鍵
o
O
α
●
冒
臼
差
寄
①
＜
霞
ξ
巴
ξ
ロ
m
）
に
対
し
て
、
こ
れ
を
直
接
行
政
（
d
π
P
§
凶
ひ
け
O
一
ぴ
9
δ
目
O
　
O
画
●
．
α
一
賊
O
動
け
①
　
＜
O
民
ξ
9
0
一
け
二
μ
o
q
）
と
呼
ぶ
。

　
．
メ
ル
ク
ル
は
、
，
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
高
宮
的
叉
は
官
庁
的
行
政
（
表
号
O
津
o
o
l
◎
ユ
・
げ
①
『
晋
◎
一
口
O
】
P
O
－
＜
①
H
≦
鋤
書
け
茸
o
q
）
及
び
自
由
叉
は
私
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

　
行
政
．
（
坤
。
δ
a
●
筒
断
轟
8
＜
①
叫
≦
巴
甫
5
ぴ
q
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
を
可
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
謂
葺
接
行
政

説
　
に
は
・
公
共
の
安
寧
に
対
す
る
目
前
急
迫
の
障
害
を
除
く
た
め
直
接
廃
る
個
入
の
自
由
・
財
産
に
実
力
を
加
え
る
作
用
一
警
察
上
の
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
八
）

論　
時
強
制
1
も
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
タ
ル
ク
ル
の
提
言
は
此
の
限
り
で
当
を
得
な
い
。
・
直
接
行
政
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
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論説
ば
・
其
の
他
如
何
な
る
活
動
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
（
四
九
る
。
）
ケ
ル
ゼ
ン
は
・
司
法
と
行
政
の
対
立
は
法
宣
言
と
し
て
の
司
法
と
直
接
行
政

た
る
限
り
で
の
行
政
と
の
間
に
の
み
存
す
る
と
し
、
執
行
の
機
能
的
な
組
織
的
分
類
と
し
て
、
司
法
と
行
政
に
代
え
、
間
接
行
政
と
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
行
政
の
別
を
提
唱
す
る
。

　
斯
か
る
直
接
行
政
を
も
な
お
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
法
作
用
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
秩
序
と
は
、
彼
に
あ
っ

て
は
、
強
制
行
為
の
定
立
に
向
か
っ
て
段
階
的
に
展
開
す
る
強
制
規
範
の
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
強
制
行
為
の
定
立
と
積
極
的
関
係
を

持
た
滋
直
接
行
政
は
、
果
し
て
如
何
に
し
て
斯
か
る
法
秩
序
の
中
に
座
を
占
め
、
法
作
用
と
観
念
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
ル
ゼ
ン

の
論
理
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
所
謂
直
接
行
政
も
な
お
国
家
作
用
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
法
上
一
定
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
人
々
即
ち

「
法
内
容
的
意
味
に
於
け
る
国
家
機
関
」
の
義
務
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
っ
て
一
こ
製
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
強
制
行
為

及
び
其
の
手
続
的
準
備
行
為
を
指
す
「
法
形
式
的
意
味
に
於
け
る
国
家
作
用
」
の
外
に
、
外
延
の
よ
り
広
い
「
法
内
射
的
意
味
に
於
け
る

国
家
作
用
」
の
概
念
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
i
一
、
此
の
「
国
家
機
関
」
の
義
務
違
反
蟹
行
態
が
懲
戒
規
程
に
於
い
て
不

法
贅
と
し
て
の
強
制
行
為
の
轟
里
諺
一
切
の
法
的
要
件
は
其
の
定
立
が
問
題
姦
る
限
り
で
最
広
義
に
於
け
る
法
行
為
で
窪

か
ら
、
こ
転
に
通
い
で
直
接
行
政
は
「
国
家
機
関
」
の
強
制
回
避
四
二
（
N
≦
曽
座
く
震
ヨ
①
達
①
巳
①
。
。
＜
①
旨
9
。
犀
窪
）
乏
し
て
法
行
為
た
る

も
の
で
あ
る
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
『
国
法
学
の
主
要
問
題
』
時
代
の
ヶ
ル
ゼ
ン
は
、
よ
り
端
的
に
、
「
国
家
意
志
の
実
現
」
、

「
法
規
の
施
行
」
な
る
行
政
概
念
に
、
－
国
家
の
刑
罰
。
強
制
執
行
を
の
み
な
ら
す
、
其
の
行
ケ
貧
民
扶
助
・
学
校
管
理
。
道
路
築
造
等
を

歎
亦
包
摂
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
層
）
こ
れ
は
・
敷
果
と
し
垂
制
行
為
以
外
の
他
の
要
件
を
も
認
め
る
応
豫
鶏
な
る
概
念
を
許

し
て
い
た
結
果
に
外
な
ち
な
（
五
四
、
O
V
）
其
の
後
・
純
粋
法
学
の
理
論
纂
の
整
備
に
伴
い
強
制
要
素
（
穿
藷
ヨ
§
。
艮
）
が
法
規
に
本
質
的

ま
さ
れ
る
に
至
る
と
共
に
、
・
広
義
の
法
規
概
念
は
廃
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
直
接
行
政
を
国
家
（
朕
法
）
作
用
と
し
て
把
握
す
る
役
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　

果
す
も
の
は
、
第
日
次
的
規
範
と
し
て
の
強
制
規
範
に
対
し
第
二
次
的
規
範
と
し
て
強
制
回
避
調
膳
を
命
ず
る
規
範
を
想
定
す
る
法
規
論
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で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
行
政
は
強
制
回
避
行
態
即
ち
第
二
次
的
規
範
の
執
行
と
し
て
法
作
用
た
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
γ
の
結
論
は
、
次
の
章
句
に
い
み
じ
く
も
要
約
さ
れ
る
。
曰
く
、
「
行
政
は
、
法
宣
言
と
機
能
的
に
異
る
部
分
に
関
し
て
も
亦
、

　
　
う
　
ぬ
　
も
　
り
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ね
　
で

全
然
法
作
用
で
あ
り
、
法
行
為
か
ら
の
み
成
る
ゆ
故
に
、
国
家
の
行
政
作
用
を
法
領
域
の
外
で
把
握
し
よ
5
臥
す
る
傾
向
は
断
乎
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

排
撃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

、
三

ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　

　
　
　
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
上
述
の
「
本
質
認
識
」
か
ら
、
進
ん
で
行
政
政
策
へ
と
論
及
す
る
。
’
と
こ
ろ
で
、
政
策
は
「
価
値
判
断
」
を
意
味
し
て

　
　
炉
る
。
彼
の
如
き
没
価
値
性
の
立
場
に
あ
っ
て
、
政
策
が
科
学
と
し
て
成
り
立
ち
得
る
余
地
が
あ
ろ
う
か
。
此
の
問
題
の
解
決
は
、
マ
ッ

　
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
彼
の
著
名
な
論
文
『
社
会
科
学
的
及
び
社
会
政
策
的
認
識
の
〃
客
観
性
〃
』
に
於
い
て
与
え
て
い
る
。
　
「
技
術
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
セ
　

　
批
判
」
（
8
0
9
醐
ω
6
げ
①
寄
一
け
涛
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
ぱ
明
ら
か
に
此
の
立
場
に
拠
る
。
彼
に
よ
れ
憾
、
政
策
（
℃
。
洋
弓
）
に
は

　
倫
理
学
（
国
訴
涛
ノ
と
し
て
の
政
策
と
技
術
（
弓
o
o
げ
β
膏
）
と
し
て
の
政
策
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
入
間
の
行
態
に
対

　
し
て
客
観
的
目
標
を
、
即
ち
何
ら
か
の
内
容
を
当
為
さ
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
v
と

　
　
に
か
く
措
定
さ
れ
従
っ
て
前
提
さ
れ
た
客
観
的
月
標
の
実
現
と
い
う
観
点
の
下
に
、
こ
れ
に
適
合
す
る
手
段
を
求
め
る
。
換
言
す
れ
ば
、

　
前
提
さ
れ
た
目
標
に
内
容
的
に
一
致
す
る
結
果
を
経
験
上
原
因
と
し
て
招
来
す
る
よ
う
な
内
容
を
確
認
す
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
か
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
つ
　
　
　
つ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ

　
　
る
と
、
前
者
は
、
．
其
の
諸
判
断
の
究
極
的
基
礎
づ
け
に
於
い
て
揺
る
客
観
的
に
証
明
不
能
な
最
高
の
価
値
判
断
に
到
達
せ
ぜ
る
を
得
な
い

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
認
識
の
体
系
た
る
科
学
と
し
て
成
立
し
得
な
い
理
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
、
手
段
の
合
目
的
性
一
手
段
と

説
目
的
の
因
果
法
則
性
i
に
つ
い
て
の
諸
判
断
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
験
科
学
の
課
題
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら

論　
　
の
判
断
は
、
提
議
さ
れ
た
手
段
の
致
果
が
検
せ
ら
れ
る
一
こ
れ
は
実
験
の
可
能
性
不
足
の
た
め
極
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
一
こ
と
に
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畷

論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
っ
て
真
理
性
を
云
々
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
の
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
こ
、
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
政
策
と
標
題
づ
け
ら
れ
る
べ
き
所
論
は
、
実
に
行
政
に
関
す
る
此
の
よ
う
な
考
察
で
あ
る
。
既
に
明
瞭
な
よ

う
に
、
斯
か
る
政
策
は
実
践
の
技
術
的
匁
識
を
供
し
得
る
の
み
で
あ
っ
，
て
、
其
の
究
極
厨
的
を
指
示
し
得
な
い
。
従
っ
て
ヶ
ル
ゼ
ン
の
所

論
で
も
、
行
政
（
一
般
に
国
家
即
ち
法
）
の
志
向
す
べ
き
絶
対
価
値
は
不
可
知
と
さ
れ
、
理
性
か
ら
意
志
の
管
轄
に
移
送
さ
れ
る
。
む
し

ろ
行
政
（
一
般
に
国
家
即
ち
法
）
は
、
如
何
な
る
目
的
に
も
仕
え
る
中
性
的
な
社
会
技
術
（
ω
o
獣
帯
。
円
①
o
げ
艮
胃
）
と
観
念
さ
れ
て
さ
え

　
ρ
五
九
）

い
る
の
で
あ
る
。

．
国
　
行
政
の
民
主
化

　
ヶ
ル
ゼ
ン
の
行
政
政
策
論
は
、
専
ら
倉
掛
主
義
（
U
①
ヨ
。
訂
讐
δ
）
を
「
所
与
の
目
的
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
　
こ
製
に
民
主
主
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
う
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
政
治
葡
絶
対
主
嚢
と
し
て
の
専
制
主
義
に
対
立
す
る
政
治
的
相
対
主
義
と
し
て
の
形
式
的
民
圭
主
義
を
ケ
ル
ゼ
ン
は
指
す
。
「
所
与

の
取
的
」
と
し
て
斯
か
る
も
の
と
し
て
の
民
主
主
義
を
し
か
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
な
い
点
に
、
彼
の
実
践
的
な
自
己
定
位
が
明
確
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
最
初
に
、
行
政
そ
の
も
の
の
民
主
化
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
立
法
の
み
な
ら
す
執
行
も
亦
で
き
る
だ
け
直
接
的
に
国

民
の
権
限
に
属
す
べ
し
と
は
、
民
圭
主
義
的
要
請
と
し
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
す
べ
て
の
権
力
が
国
民
に
集
中
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
望
む
民
主
圭
義
原
理
は
、
権
限
の
分
散
ま
相
容
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
純
粋
に
社
会
技
術
的
な
理
由
か
ら
、
執
行
の
分
野
に
は
分

業
の
必
要
が
立
法
に
於
け
る
よ
り
も
遙
か
に
強
く
現
わ
れ
、
遙
か
に
多
く
め
掛
接
的
な
意
志
形
成
の
形
態
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
共
に
、
・

ま
た
地
域
的
・
審
級
的
編
成
の
必
要
が
機
関
の
分
化
を
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
よ
う
な
現
実
的
制
約
の
下
に
、
民
主
主
義
原
理
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
ぬ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
も
　
も
　
も
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ハ
け
　

℃
れ
ら
執
行
機
関
の
公
選
と
そ
れ
ら
の
合
議
的
構
成
と
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
公
選
さ
れ
た
機
関
の
方
が
そ
う
で
な
い
も
の
よ
り
民

主
的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
　
被
公
選
機
関
の
中
で
は
、
合
議
機
関
の
方
が
単
独
機
関
よ
り
も
民
主
的
で
あ
る
。
　
何
と
な
れ

23（1032）32



O

ク

　
　
ぱ
、
後
者
は
多
数
者
の
票
の
み
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
の
に
反
し
、
前
者
に
は
少
数
者
も
亦
代
表
せ
ら
れ
決
定
に
参
加
し
得
る
の
で
あ
る

　
　
か
腿
↑
）
．
以
上
の
考
量
よ
り
し
て
・
民
主
主
義
理
念
へ
め
可
及
的
近
接
の
た
め
に
は
、
行
政
の
体
制
は
・
申
央
行
政
合
議
体
か
ら
・
時
に
は

　
　
所
管
上
分
岐
し
て
、
諸
地
方
行
政
合
議
体
へ
と
段
階
的
に
下
降
す
る
被
公
選
合
議
官
庁
の
一
体
系
と
し
て
形
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

　
　
う
こ
と
に
蟻
・
。
す
な
わ
ち
・
原
則
と
し
て
行
政
の
民
主
化
は
、
全
段
階
の
行
儀
関
が
能
う
限
り
に
合
議
官
庁
と
し
て
、
且
つ
上
馨

　
　
か
ら
任
命
さ
れ
る
の
で
は
癒
／
・
規
範
服
従
者
即
ち
行
政
さ
れ
る
人
々
に
よ
っ
て
一
定
の
期
間
を
限
っ
て
公
選
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成

　
　
さ
れ
る
・
と
な
さ
れ
る
の
で
歎
毯
ケ
ル
ゼ
ン
は
・
行
政
階
序
の
最
下
位
に
あ
る
自
治
行
政
で
は
此
の
こ
と
が
実
現
さ
れ
て
い
る
・
と
云

　
　
懇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

　
　
二
　
行
政
の
民
主
化
と
合
法
性
，

　
　
　
し
か
し
行
政
の
民
主
化
は
、
立
法
の
そ
れ
と
の
関
連
忙
於
い
て
論
ぜ
ら
れ
ゐ
必
要
が
あ
る
。
行
政
自
体
が
民
主
化
さ
れ
ギ
ぱ
さ
れ
る
ほ

　
　
ど
民
主
主
義
理
念
が
よ
り
一
再
よ
く
実
現
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
・
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
説
繧
避
、
此
の
こ
と
は
行
政
の
特
殊
な
性
格
に

　
　
原
因
す
る
。
一
体
、
立
法
が
憲
法
に
よ
っ
て
主
と
し
て
手
続
的
に
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
執
行
は
法
律
に
よ
ρ
て
手
続
的
弓

　
　
も
内
容
的
に
も
詳
細
窺
定
さ
れ
て
舞
・
立
法
が
云
わ
ば
自
由
な
意
志
形
成
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
執
行
は
云
わ
ば
拘
束
さ
れ
た
意
志

　
　
形
成
で
あ
る
。
斯
く
て
行
政
は
司
法
と
共
に
、
法
律
適
合
性
（
O
①
ω
①
言
目
舘
ω
貫
ぽ
①
崔
）
、
合
法
性
（
目
①
ぴ
q
9
。
簑
似
紳
し
①
σ
q
餌
書
冊
）
の
原
理
の
下

　
　
に
あ
り
、
其
の
体
制
は
此
の
合
法
性
を
保
障
す
る
も
の
た
る
を
要
す
る
。
而
し
て
立
法
が
民
主
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
売
行
政
ば
合
法

説
性
の
要
請
に
適
合
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
民
主
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
の
行
政
の
合
法
性
は
、
必
ず
し
も
民
主
的
体
制
に
よ

　
論

　
　
　
つ
「
て
最
も
ポ
く
保
障
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
む
し
ろ
多
分
に
専
制
的
な
体
制
に
よ
る
方
が
行
政
の
合
法
性
は

ぐ
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ψ

口

論説

よ
り
ま
く
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
を
導
く
ゆ
す
な
わ
ち
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
勿
論
、
最
高
執
行
露
礁
に
つ
い
て
ば
う
そ
れ
が
議

会
に
よ
っ
て
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
て
議
会
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と
に
其
の
浩
動
の
合
法
性
の
或
る
確
か
な
保
障
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
・
’
し
か
し
・
既
に
議
会
に
対
す
る
責
任
が
問
題
に
な
る
以
上
、
専
制
的
な
長
官
制
（
】
≦
細
帯
。
。
δ
目
芭
ω
誘
δ
旨
）
の
方
が
、
民
主
的
な

合
議
制
（
閑
。
目
零
巨
望
。
り
δ
ヨ
）
よ
り
適
当
で
あ
る
。
け
だ
し
後
者
は
、
一
票
を
以
て
決
定
に
参
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
個
々
入
の
責
任
感

を
弱
め
る
の
み
な
ら
す
・
問
責
を
困
難
ら
し
め
も
す
る
か
ら
・
と
さ
艦
麓
巖
下
級
の
行
政
欝
の
揚
合
に
ぱ
、
そ
れ
ら
の
極
端
な

民
主
化
が
合
法
性
の
原
理
に
背
反
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
雇
わ
ち
、
国
家
の
領
域
が
州
．
・
県
と
分
か
た
れ
、
こ
れ
ら
の
行
政
が
民

主
庄
義
理
念
に
従
っ
て
住
民
の
公
選
す
る
合
議
機
関
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
な
断
ば
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
其
の
政
治
的
組
成
が
中
央
立

法
部
の
そ
れ
と
異
る
と
き
は
特
に
、
自
ら
の
行
為
の
合
法
性
を
最
高
目
標
と
は
看
倣
さ
す
、
む
し
ろ
極
め
て
容
易
に
議
会
の
議
決
し
た
法

律
に
意
識
的
に
対
立
の
立
揚
を
取
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
危
険
を
防
止
す
る
に
は
、
中
級
下
級
切
行
政
機
関
に
つ
い
て
、
中
央
敏
府
か
ら
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ハ
　
　

命
さ
れ
こ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
単
独
機
関
の
専
制
的
体
制
が
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
斯
く
述
べ
来
っ
て
、
官
僚
主
義

（
犀
川
一
目
O
胃
H
～
耳
目
①
）
ば
民
主
主
義
と
決
し
て
撞
着
す
る
も
の
に
あ
ら
す
と
す
る
。
す
な
わ
ち
一
肩
政
の
合
法
牲
原
理
の
結
果
、
官
僚
主
義

は
極
る
前
提
の
下
で
は
む
し
ろ
民
主
主
義
の
保
持
を
意
味
す
る
。
と
云
う
の
は
、
民
主
主
義
原
理
は
、
主
と
し
て
国
家
意
志
形
成
の
過
程

σ
最
上
層
を
し
か
捉
え
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
此
の
過
程
の
よ
り
下
層
に
ま
で
滲
透
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
却
っ
て
そ
れ
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　

を
馬
即
ち
一
般
的
意
志
形
成
の
拳
闘
で
の
其
の
敷
力
を
、
危
ふ
や
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
る
、
，
醍
と
。

　
民
主
的
行
政
の
価
値
も
・
し
か
レ
な
が
ら
全
然
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
斯
や
て
ヶ
ル
ゼ
ン
は
、
民
主
的
及
び
専
制
的
な
行

・
政
体
制
の
混
合
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
提
議
す
る
。
　
す
な
わ
ち
、
合
法
性
の
要
請
に
鑑
み
る
と
き
、
自
治
行
政
団
体
に
よ
る
民
主
的
行
政
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は
、
法
律
に
よ
っ
て
委
付
さ
れ
た
裁
量
の
範
囲
に
止
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
此
の
た
め
の
保
障
が
、
専
制
的
為
、
即
ち
上

　
級
機
関
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
か
叉
は
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
い
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
得
る
機
関
の
任
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

　
こ
、
に
中
級
下
級
行
政
の
体
制
と
し
て
」
民
主
的
要
素
之
専
制
的
要
素
の
結
合
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
出
現
す
る
。
立
憲
君
主
政
の
下
で
は

　．

z
か
る
シ
ス
テ
ム
が
国
家
意
志
形
威
の
最
高
段
階
即
ち
立
法
に
適
用
さ
れ
、
専
制
圭
義
に
よ
る
民
主
主
義
の
、
ま
た
此
の
逆
の
、
麻
痺
を

　
も
た
ら
し
た
が
、
こ
れ
が
最
上
層
で
は
純
粋
に
民
主
的
な
国
家
意
志
形
成
の
中
下
層
に
限
ら
れ
る
と
き
は
、
民
圭
主
義
の
危
殆
化
ど
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
こ

　
・
か
其
の
強
化
が
期
待
さ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
う
論
結
す
る
。
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－

　
　
　
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
実
現
の
た
め
に
要
求
ざ
れ
る
行
政
の
合
法
性
を
保
障
す
る
も
の
は
、
　
一
に
は
上
に
述
べ
ら
れ
た

機
駐
館
蕃
で
襲
ボ
∴
ま
た
雪
か
欝
ゆ
馨
欝
（
内
・
§
量
の
制
度
が
玩
睦
裁
判
所
に
よ
る
行
政
行
櫓
統
制

　
が
そ
れ
で
あ
る
。
行
政
機
関
が
行
政
法
を
実
施
す
る
の
に
通
常
裁
判
所
に
出
　
署
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
は
、
通
常
裁
判
所
が
法
律
の
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　

　
憲
性
の
み
な
ら
す
行
政
行
為
の
合
法
性
を
も
審
査
す
る
。
ま
た
此
の
，
た
め
に
特
別
の
裁
判
所
即
ち
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ

　
　
る
。
其
の
権
限
は
、
行
政
行
為
が
、
昂
主
化
さ
れ
従
っ
て
政
党
政
治
的
影
響
を
受
け
易
い
機
関
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
拡
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
お
　

　
　
さ
れ
強
化
さ
れ
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
云
う
、
　
「
統
制
な
き
民
主
主
義
は
永
続
し
得
な
い
。
何
故
と
云
う
に
、
合
法
性
の
原
・

　
　
理
が
蓑
示
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
制
限
姦
棄
す
る
こ
と
は
・
民
主
主
義
の
自
己
分
解
を
意
味
す
る
翫
猷
ぽ

　
　
最
後
に
、
行
政
の
非
政
治
化
（
南
旨
壱
。
唖
聾
①
旨
農
）
に
昌
一
臼
及
さ
れ
る
。
既
に
説
明
さ
れ
て
来
た
よ
ケ
に
、
民
主
主
義
原
理
が
自
己
保

説
存
の
た
め
に
は
本
質
的
に
は
立
法
手
続
と
最
高
執
行
機
関
の
任
命
と
に
限
ら
る
べ
き
で
％
り
、
執
行
と
呼
ば
れ
る
国
家
意
志
形
成
段
階
の

論
前
で
ば
停
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
・
．
こ
れ
に
よ
っ
て
政
党
政
治
の
及
び
得
る
騎
も
劃
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
・
行
整
概
念
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昌

論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ぬ

上
必
然
的
な
合
法
性
の
原
理
は
、
法
律
執
行
に
対
す
る
一
切
の
政
党
政
治
的
影
響
を
排
斥
す
る
。
け
だ
し
、
法
律
の
決
定
に
よ
っ
て
、
「
回

る
一
定
の
政
治
的
価
値
が
笑
定
法
上
妥
当
す
る
も
の
に
高
め
ら
れ
、
仮
令
一
方
的
で
は
あ
っ
て
も
捲
る
一
定
の
政
治
的
方
向
が
憲
法
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ

つ
．
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
執
行
の
段
階
で
は
、
も
ぱ
や
相
対
立
す
る
政
治
的
利
益
間
の
闘
争
が
演
ぜ
ら
れ
る
余
地
は
全
く

な
い
・
と
さ
れ
る
の
で
あ
（
七
七
る
。
）
ケ
ル
ゼ
ン
は
・
斯
か
る
行
政
の
非
政
治
化
は
駈
制
度
上
に
に
・
民
主
的
に
選
任
さ
れ
本
質
的
に
政
党
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　

的
な
大
臣
に
対
し
、
専
制
的
官
僚
主
義
的
な
行
政
官
吏
の
地
位
を
保
障
す
べ
き
要
請
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
、
と
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
が
提
示
す
る
も
の
は
、
自
由
圭
冠
的
法
治
国
家
末
期
に
於
け
る
極
限
的
な
行
政
観
念
で
あ
る
。
福
祉
国
家
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ソ

は
幸
福
主
義
的
行
政
観
念
が
支
配
し
た
。
　
法
治
国
家
に
於
い
て
は
、
’
必
然
に
行
政
の
法
的
概
念
構
成
へ
の
傾
向
が
現
わ
れ
る
。
　
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　

ち
、
そ
こ
で
は
、
国
家
活
動
を
能
う
限
り
縮
滅
し
行
政
活
動
の
分
野
で
も
こ
れ
を
監
護
行
政
の
範
囲
に
と
ど
め
よ
う
ど
す
る
夜
警
国
家

（
2
鋤
。
窪
≦
餌
。
算
①
湯
欝
讐
）
の
理
念
と
議
会
主
権
的
な
法
律
国
家
（
O
①
。
。
①
欝
⑦
の
。
り
母
讐
）
の
理
念
に
基
く
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
（
σ
q
①
の
曾
甲

白
器
。
。
茜
①
＜
霞
逃
亡
⇔
鑑
娼
α
q
）
の
原
理
と
が
行
政
の
現
実
を
規
制
し
た
。
法
的
行
政
観
念
の
成
立
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
に
於
け
る

そ
れ
は
、
な
お
前
代
の
「
全
体
の
福
祉
」
に
替
る
「
個
人
の
自
由
」
と
い
う
笑
質
的
・
内
容
的
要
素
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
が
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　

に
形
式
化
し
て
来
た
の
は
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
思
想
自
体
の
形
式
主
義
化
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ゲ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
は
実
に
其
の
尖

端
に
位
置
す
る
。
そ
れ
は
上
忙
概
観
し
た
．
よ
う
に
、
行
政
を
純
粋
に
法
的
に
、
し
か
も
形
式
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ク
ル
は
、

「
一
般
に
国
家
を
・
ま
た
全
国
家
行
政
を
法
作
用
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
」
を
以
で
「
法
治
国
家
思
想
か
ら
の
究
極
的
結
論
」
と
し
て
い
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叡
砺
）
而
し
て
其
の
無
政
府
的
な
形
式
性
σ
故
に
・
そ
れ
は
・
や
が
て
ナ
チ
ス
の
権
威
主
義
的
行
政
思
想
へ
の
媒
介
的
地
位
に
並
蓼
評

　
徹
底
的
な
没
価
値
理
法
扁
元
論
を
以
て
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
政
論
は
、
同
時
に
其
の
限
り
で
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
末
期
に
於
け
る

中
性
化
し
た
行
政
の
法
的
構
造
を
能
く
解
明
し
得
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
の
本
質
を
其
の
法
形
式
的
側
面
に
求
め
る
こ
と
は
、
行
政
機

能
が
司
法
化
さ
れ
て
い
た
と
も
云
え
る
法
治
国
家
．
時
代
の
行
政
を
対
象
と
す
る
鴬
合
に
こ
そ
意
味
な
し
と
せ
粗
と
は
云
え
、
国
家
構
造
の

変
革
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
行
政
機
能
の
拡
大
強
化
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
今
日
の
奉
仕
国
家
（
。
。
興
≦
o
o
。
。
鈷
8
）
た
於
け
る
行
政
に
つ
・

，
い
て
は
、
も
は
や
妥
当
し
得
な
い
。
此
の
事
情
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
所
謂
直
接
行
政
に
つ
い
て
既
に
そ

う
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
此
の
国
家
機
能
を
も
強
引
に
法
作
用
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
図
ら
ず
も
彼
の
行
政
論
の
限
界
を
露
呈
す
る

結
果
に
終
っ
た
。
ζ
れ
に
つ
い
て
は
、
尾
高
教
授
の
肯
繁
を
衝
い
た
批
判
（
『
国
家
構
造
論
』
五
一
四
頁
）
が
想
起
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
形
式

的
な
合
法
性
の
要
請
に
過
大
な
重
点
を
置
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行
政
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ゼ
ン
の
所
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点
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判
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ろ
う
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ゼ
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初

葉
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独
懊
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的
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i
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し
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は
で
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な
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史
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さ
れ
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．
℃
ψ
Q
◎
Q
o
。
　
（
七
九
）
　
＜
窃
q
ド
】
≦
9
。
聴
。
ゲ
霧
慌
・
ω
ε
臼
。
凱
d
ぴ
傷
憎
島
凶
Φ
国
暑
惹
6
閃
一
ρ
づ
α
Q
鳥
窪
く
。
嚇
≦
9
。
嵜
¢
臥
α
q
里
。
寓
。

ぎ
d
官
房
。
乞
鋤
昌
O
〈
○
博
島
。
巴
嫡
≦
①
一
8
つ
¢
籔
坤
①
山
①
ω
嵩
●
ぴ
凶
ω
N
自
由
国
φ
血
。
ユ
①
の
日
9
◎
』
ゴ
財
戦
財
⊆
謬
α
窪
け
。
・
マ
μ
Q
◎
◎
◎
9
、
（
八
0
）
O
植
鶏
①
＝
o
≦
o
ぎ

↓
冨
u
。
。
与
Φ
。
粘
．
＝
g
鎚
一
剛
ω
彦
器
監
、
冠
8
δ
ひ
q
ざ
急
爵
忘
鼠
2
一
錠
掃
｛
霞
魯
8
8
0
Φ
§
磐
や
。
言
。
？
一
①
σ
q
巴
誓
。
品
客
H
o
参

（
八
一
）
　
鼠
。
鱒
r
勲
費
O
℃
ψ
〈
●
　
　
（
八
二
〉
　
＜
σ
e
鮮
工
拶
¢
の
ω
ヨ
9
旨
p
O
巳
昌
＝
”
σ
q
ロ
⇒
伽
』
d
o
o
巴
ω
O
触
毒
α
σ
o
o
q
艮
鴇
o
o
貯
。
同
》
錯
o
q
o
ヨ
。
ぼ
。
ロ

＜
o
壇
≦
9
0
犀
儀
づ
σ
q
ω
婁
凶
ω
ω
⑦
嵩
ω
o
び
9
自
h
辞
お
幽
P
ω
●
㎝
．

　
主
た
る
邦
語
参
照
半
夏
－
清
宮
四
郎
、
ヶ
ル
ゼ
y
の
公
法
理
論
（
ヶ
ル
ゼ
y
の
純
粋
法
学
、
　
で
九
三
二
年
、
所
収
）
。
事
訳
、
ヶ
ル
ゼ
y
・
一
股
国

家
学
、
　
一
九
三
六
年
。
尾
高
朝
雄
、
国
家
構
造
論
、
　
一
男
三
六
年
。
宇
賀
田
順
三
、
グ
ナ
イ
ス
ト
以
後
に
於
け
る
行
政
翫
念
の
発
達
（
法
政
研
究
八
巻
一

号
、
鳳
九
三
八
年
、
所
収
）
。
　
蟷
田
　
政
道
、
行
政
学
講
義
序
論
、
一
九
五
〇
年
。
鵜
飼
信
成
、
行
政
法
の
歴
史
酌
展
鵬
開
、
一
九
五
二
年
。
辻
清
明
、
行
政

学
講
義
要
目
、
第
一
分
冊
馬
、
一
九
五
三
年
。

　
〔
附
記
〕
　
・
本
稿
に
於
い
て
鳳
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
学
説
自
体
を
整
序
す
る
に
急
で
、
結
論
的
老
二
等
の
部
分
が
甚
だ
し
く
疎
略
に
流
れ
た
。
特
に
、
其
の
歴
皮

屋
背
景
。
社
会
的
基
盤
に
充
分
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
此
の
点
に
関
し
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
な
お
￥
本
稿
は
行
政
思
想
史
の
視
角
か
ら
捉

え
た
ウ
ィ
τ
y
学
派
観
究
の
序
説
的
試
み
で
あ
る
と
阿
時
に
、
筆
者
の
ヶ
ル
ゼ
y
ー
ヶ
ル
ゼ
ニ
ズ
ム
研
究
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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